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トップ ・マ ネ ジ メ ン ト ・リー ダ ー シ ップ 再 論

取締役会 と社長 の"役 割"を 中心 として 一

伊 藤 森右衛門

(1)開 題 ・=1941年 と1968年 の 最 高経 営 層 に

関 す る2つ の 調 査=・

ス タ ン フ ォ ー ド大 学 教 授 パ ウル ・E・ ホ ー ル デ ン(PaulE.Holden)は,

ラ ウ ン ズ ベ リ ・S・ フ ィ ッシ ュ(LaunsburyS.Fish)と フ バ ー ト ・L・ ス

ミス(HubertL.Smith)と と も に,「 有 名 で か つ 高 く評 価 され て い る31の

工 業 会 社 」 を 選 び,『 ト ップ ・マ ネ ジ メ ソ ト の 組 織 と統 制 』 の 実 態 調 査 を 行

(t)

い,こ れ を 一 書 に ま と め て 公 刊 した の が1941年 で あ る が,お よそ4分 の1

世 紀 を 経 た1968年 に 同 じ く ホ ー ル デ ン 教 授 は,カ ー ル トン ・A・ ピ ー ダ ー

ソ ン(CarltonA.Pederson)と ゲ イ トン ・E・ ジ ャ ー メ イ ン(GaytonE.

Germane)と,国 民 総 生 産 に 約8パ ー一セ ン トを 占 め る15社 と,そ れ らの 経

(2)

営 幹部268人 についての実態調査を公けに したのである。約4分 の1世 紀 の

内には,「 ア メ リカ産業 の内外 の環 境には 重大 な変化が相次いで起 こった」

ので,2つ の実 態謁査 を比較対照 してみ ると,ト ップ ・マネジ メン トの変貌

が きわめて明瞭に読 み とる ことが 出来 るので あ る。

2つ の実態調査 を概観す るためには,旧 調査 については,「 第一部要 旨 と

(1)ホ ールデン ・フィシュ ・ス ミス共著 「トップマネジメソ トー 最高経営層の組

織 と統制」岸本英吉訳,ダ イヤモソ ド社,昭 和32年.
PaulE.Holden,HubertL.SmithandLounsb町yS.Fish,TopMana-

gementOrgnizationandControl,1941.

② ホ ー ル デ ソ 他 著 「現 代 の ト ッ プ ・マ ネ ジ メ ン トー 変 貌 す る 役 割 と 機 能 一 」

岸 本 英 吉 訳,ダ イ ヤ モ ン ド社,昭 和45年.

PaulE.Holden,CarltonA.PedersonandGaytonE,Germane,
.Top

Management,1968.
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結論」,新 調査については 「第一章,シ ノプシス 〔本書の概要 〕」に要約 され

てい る。す なわち,旧 調査におけ る最高経営層の基本的責任」は 「目標 の計

画化 と明確化,組 織 の健全化,主 要地位 の 人事 の適 正化,効 果的な統 制方

法」 の四つであ ると し,こ れ らの 「基本職能を最 も効果的 に遂行す るのに,

どんな方法を とっているか」 を調査 したのである。 これ に対 して,新 調査で

は,「 総 合統制,収 益 の管理 〔利益処 分〕,長 期計画,組 織,研 究 と開発,製

品系統 の指揮 と統制,合 併 と買収に よる拡張 ・多角 化,国 際事業,経 営情 報

システム(MIS),外 部関係 と従業員関係,経 営幹部 の選抜 と育成,ト ヅプ

への道」 の11点 につ いて調査 してい る。

新 旧を比較対 照 してみ てわか ることは,旧 調査は,何 ん とい つて も伝統 的

な経営過程論派の立場 に もとついていて,計 画(目 標)一 組織(人 事)一 統制

とい う3つ の 局面に しぼ って い るといえ よう。 これに対 して,新 調査は,

企業規模 の拡大化 と多様化 に よって重要性 の高 まった職責を,ひ とつ ひ とつ

「大項 目」 に して と り上げ てい る。す なわ ち,旧 調査では,「 効果 的な統制方

法」 の確立 とい う項 目のなか に,新 調査の 「大項 目」 のほ とん どが包含 され

ていたのである。 例えば,「 製品系統 の指揮 と統制」 の如 き も,旧 調査 では

「製品 の企画,製 品の商 品化研究,製 品の決定」 の如 き項 目と対 照 され るも

のであ る。 しか し,新 旧調査 では,同 じ項 目が と り上げ られてい ると して も

それぞれ内容 の違 いがあ り,重 点の置 きどころが異 な っている ことはい うま

で もない。

さ らに,新 調査におけ る 「大項 目」 は旧調査でほ とん ど触れ ていなか った

もの も少 くない。 「合併 と買収に よる拡張 ・多角 化,国 際事業,経 営情報 シ

ステム」の如 きは,ト ップ ・マネジ メン トの重要 な職能 の領域に新 らたに加

え られた ものであ る。 トヅプ ・マネジメン トが 企業戦略 につ いて 意思決定

すべ き地位にあ ることは25年 以前 といえ ども 同 じであった と いって よい。

しか し,ト ップ ・マネジ メソ トが,い わゆ る 専門的経営者("professional

manager")に よって多 く占め られ るよ うになる と,彼 らの意思決定は,戦

略的な決定 よりもむ しろ管理的ない し業務的 な決定に重点が移行 して しま う
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傾 きがある。 したが って,企 業 の基 本構造 を変革す るよ うないわゆ る企業家

的 な役割は,ト ップ ・マネジ メソ トの うちの1人 または ご く少数 の所有的経

営者 とか,外 部の投 資機関 の 人 々に よって 画策 され るよ うに なったのであ

る。 しか し新 調奪 でみ られ る ようにダ トップ ・マネジ メン トが企業 の基 本構

造を変革す ることも,自 らの重要 な責任 と して うけ と らざるを得ない"役 割

の変化"が 明 らかに され ている といって よい。

トップ ・マネジ メン トの"役 割"の 変化 につ いては,旧 調査 の 「第四 部,

取締役会」が相 当の紙数を割 いていたに もかかわ らず,新 調査 では 「第四章

組織」の一節 に集約 され てい る ことか らも,取 締役会の職 能,構 成,組 織 あ

るいは運営手続 よ りも,ト ップ ・マネジ メン トの"役 割"そ の ものを重視す

る よう・に なった と いえ よ う。 言 いかえ ると,ト ップ ・マネジ メゾ トの"役

割"の 変化は,取 締役会 とい う最高機関 と,最 高業務執行 の責任 を負 う社 長

とそ のグル ープとの関係におけ る"変 化"で ある。新調査 において,取 締 役

会 について詳述 しなか った のは,旧 調査 の とき と 「多 くの点で現状はあ ま り

かわ っていないか らであ る。」 と断 ってい る。 しか し,他 方 において取締 役

会が どの ように 「企業 の行為 を支配す る」かは,「 会社 に よって 相当 まち ま

ちであ る。」とノいい,社 外重 役の比率が増加す る場 合におけ る取締役会の"役

割"と そ うで ない場合 との差異が,わ ずかなが ら"穏 健 な変更策"と して提

起 され るにす ぎないが,要 は トップ ・マネジ メン トのなかに おけ る取締 役会

の"役 割"と 取締役会以外の諸機関 の"役 割"と の関係,す なわち,企 業 の

基本構造を変革す べき内面的要請を,ど の機関が どの よ うに うけ とめ るぺ き

か について旧調査 と新調査 との間に違 いが ある といえ るので ある。 この違 い

は,そ れぞれの経営発展段階におけ る企業 め内面的要請 に由来す るものであ

る とともに,企 業 の経営外的環 境の変化に対応す る しかたに も関連 してい る

といえ よう。

取締 役会が どの よ うに 「企業 の行為を支配す るか」は,被 調査会社 に よっ

て 「相当 まち まち」であ る とい っているが,「 平均的 な取締 役会」 の 在 り方

を評 して,「 市電 の運転手が電車の方 向を操縦す るの と同様だ」 とい う。 す
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な わ ち,一 般 的 には,「 社 長 と経営 担 当 の チ ー ム とが きめ た プ ログ ラムを 別

に論 争 も異 議 の 申 し立 て も しない で承 認 して い る」rr盲 判』 的 な存 在 で あ る

が,し か し,「 取締 役 会 は 運転 手 同様 に ブ レー キを か け られ る し,遅 速 を コ

ン トロールで き る」 の で あ る。 した が って,被 調 査 会 社 の社 長 た ち は,「 取

締 役 会 の有 用性 」 につ い て,取 締役 会 は,「"勧 告 と同意"す る グル ー プ」 で

あ る とか,あ るい は 「社 長 の仕 事 の監 理 で あ る。」 とい うよ うに 答 え て い る。

同時 に,多 くの被 調 査 会社 の社 長た ち は,「 取締 役会 の将 来 に つ い て,現 状

を か え る希 望 も意 図 もな い」 と答 え て い る。

しぼ しば トップ ・マ ネ ジ メン トに 関 す る論 稿 を 著 わ して い る マ イル ス ・

L・ メース(MylesLMace)教 授 は,最 近 の 論文 で 「一 般 に 認 め られ て い

る取締 役 会 の"役 割"に は,実 際に 実 行 して い る こ と と,実 行 して い な い こ
(3)

と とが,双 方 全 く無 縁 の関係 に あ る。」 と指 摘 して い る。 取 締 役会 が 一 般 的

に認 め られ て い る"役 割"を 何 故 実 行 して い な い のか,そ して 一般 的 に認 め

られ て い る以 外 の こ とを何 故 実 行 して い るのか,こ の ズ レは,前 に も述 べ た

よ うに会 社 に よって 「相 当 マ チ マチ で あ る」 と して も,ト ップ ・マ ネ ジ メン

トの 構 成 とか,取 締 役 会 と経 営 層 との関 係 とか,さ らに は両 機 関 を構 成 す る

メ ンバ ー相 互 の人 間 関 係 も含 め て,「 マ チ マチ」 な 慣 行 をつ く り上げ て い る

とい って よい の で あ る。

取 締 役 会 と経 営 層 の関 係 が 「マチ マ チ」 で あ る とい うけ れ ども,そ れ は 前

述 した よ うな諸 要 因あ るい は諸 関 係 の結果 な ので あ るか ら,し た が って,諸

要 因あ るい は 諸 関 係 の 組 み 合 せ に よって,い くつ か の トップ ・マ ネ ジ メ ン

ト ・リー ダー シ ッ プ ・パ タ ー ンを示 す ことが 出来 るので は な い か。 この こ と

に よ って現 代 企 業 に おけ る トップ ・マネ ジ メン ト ・リー ダ ー シ ップの在 り方

に つ い て ヨ リ基 本 的 な問 題 点 を 明 らか に 出来 る とい え よ う。

(3)MylesLMace,ThePresidentandtheBoardofDirectors,Havard

BusinessReview,March-Api1,1972,pp.37～49.
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(2)取 締役会 と経営層 との基本的関係と実際的関係

わが国の商法第260条 に よれば,「 会社 ノ業務執行ハ 取締役会之 ヲ決ス」

と規定 され ていて,業 務執行機関 としての地位が 明 らかに され てい るが,し

か し,「 業務執行」 の内容は法的権限 は別 として,詳 細に規 定 していない。

商法254条 の4に は 「取締 役ハ法令及定款 ノ定並 二総会 ノ決議 ヲ遵守 シ会社

ノ為忠実 二其 ノ職務 ヲ遂行 スル義務 ヲ負 フ」 と し,「総会 ノ決議」お よび 「定

款」に よって,取 締役 の責任範 囲が示 され ることになる。 しか し,ヨ リ実際

的にみ ると,会 社 の業務執 行は,「 取締役会 これを決定 し,特 に法令 の定め

る事項 のほか」,各 会社 に よって,取 締役運営規程や社規 な どに よって業務

執行上 の権限を細か く規定 している ことが多 い。

服部栄三教授 に よると,取 締役会 の権限 と して,rl.経 営管理 に関す る意

思決定権限,① 株主総 会に関す る事項,② 経営管理 の一般的事項,③ 人事 に

関す る事項,④ 組織 に関す る事項,⑤ 固定資産に関す る事項,⑦ 利益金 の処

分に関す る事項,⑧ その他個別的基本方針 に関す る事項,2.承 認 をな し,

または報告を うけ る事項,① 取締 役会の承認事項,② 取締役会に対す る報告

事項,3.法 定権限を中心 と して,① 株主総会 の招集,② 支店 の設置,移 転,

廃止,③ 支配人の選任,解 任,④ 代表取締役 の選任,解 任,お よび共 同代表

の定め,⑤ 会社 と取締役間の訴 訟の代表者の選任,⑥ 会社 と取締役間 の取引

の承認,⑦ 新株 の発行,⑧ 法定準備金 の資本組 入,⑨ 株式の分割,⑩ 社債 の
くの

発行」であ ると している。

取締役 と経営層 との ヨ リ実際的 な関係は,以 上 の よ うな 「取締 役会 の運営

と法的責任」 の内容を事項 別に列挙す ることに よって何 ら明 らか に され るも

ので はない。 「……に関す る事項」 と規定 されてい る諸事項,す なわ ち,経

営管理 の一般的事項,人 事,組 織,固 定資産,利 益金,そ の他 の個別的な基

本方針な どの事項 について 「決定権限」を もつ とい うが,ト ップ ・マネジ メ

ン トの在 り方 と しては,そ の決定 の下 しかたが問題であ る し,ま た承認事項

(4)服 部栄 三稿,「 取 締役会の運営」経営法学 全集,「 機 関」pp・41～54・
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や 報 告 事項 に つ い て も,何 を 承認 あ るいは 報 告事 項 にす るのか,そ して どの

よ うに 承 認 しあ るい は報 告 を うけ るの か に よっ て,経 営 層 との実 際 的 な 関係

が つ く られ る こ とに な るか らで あ る。

取締 役 会 は,ど の よ うな 「事項 」 につ い て権 限 を もつ か とい う見 方 は,フ

ォー マ ルな規 定 をす る こ とに な るが,こ れ らの 「事項 」 を どの よ うに と り扱

うか,取 締 役 会 の運 営 上 の問 題 と して眺 め る と,J・c・ ベ ーか 一教 授 らの

「調 査 」 にみ られ る よ うに,4つ の機 能 に大 別 で き る。 す なお ち,① 決 定 機

能(todecide),② 確i認機 能(toconfirm),③ 相 談機 能(tocounse1),そ し
くむ

て④ 検討 機 能(toreview),こ れ らで あ る。 した が って,決 定 機 能ば か りに

,関心 を 向 け る と,権 限 中 心 な い しフ ォーマ ルな規 定 に な るので あ っ て,ど の

よ うに 影響 力 を行 使 してい るか を 中心 に み る こ とに よ って,機 能 的地 位 を示

す こ とに な ろ う。 ベ ー カ ー教 授 らは,こ の4つ の機 能別 に どの よ うな事 項 が

と り扱 わ れ て い るか を 調 査 して い るので あ るが もち ろ ん被 調 査 会 社 に よって

機 能 別 の事 項 の 内容 は 異 な って い て,ホ ール デ ソ教 授 らの調 査 と同様 「マチ

マ チ」 で あ る。 しか し,決 定機 能 あ るいは 権 限 を 中心 と して取 締 役 会 の 職 能

を 内 容 的 に規 定 す る こ と よ りも何 を決 定,承 認,相 談 そ して検 討 す るか を 事

項 別 に み る こ とは ヨ リ実 際 的 で あ る とい え よ う。

ハ ロル ド・・クー ン ツ教 授(HaroldKoontz)は,新 著 「取締 役会 と効 率 経

く　ラ

営 」(TheBoardofDirectorsandEffectiveManagement,1967),に お い

て,取 締 役 会 の 基 本 的 責 任 を 次 の 如 く9つ と して い る。 す な わ ち,① 受 託

者 責 任(Trusteeship),② 企 業 諸 目標 の 決 定(DeterminationofEhterprise

Objectives),③ 経 営 担 当 者 の 選 定(SelectionofExecutives),④ 企 業 の 長

期 的 な 安 定 性 と成 長 性 の 確i保(Securinglong-rangebusinessstabilityand

growth),⑤ 主 要 な 経 営 計 画 を 諸 目標 達 成 に 適 合 す る よ う に 努 め る こ と

(Assuringtha七majorplansaredesignedtomeetobjectives),⑥ 主 要

(5)拙 著,「 ト ッ プ ・マ ネ ジ メ ン ト ・リ ー ダ ー シ ッ プ 論 」 税 務 経 理 協 会,昭 和43年,

50頁 参 照,

(6)HaroldKoontz,TheBoardofDirectorsandEffectiveManagement・

1967,pp.24～31.
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な業 務 上 の決 定 につ い て の承認(ApProvalofMajorCompanyDecisions),

⑦ 経 営 成 果 につ い て の照 査(CheckingonResul七),⑧ 会社 利 益 お よび 資 産

の処 分(DispositionofCompanyProfitsandAssets)お よび ⑨ 合併 お よ

び 買 収(MergerandAcquisition),こ れ らで あ る。 さ らに,ク ー ソ ツ教 授 は,

取 締 役 会 と社 長 との関 係 を効 率 的 にす るた め に,次 の3つ の こ とが必 要 で あ

る と して い る。 す な わ ち,そ の第1は,取 締 役 会 は,社 長 の 役割 と基 本 的 機

能 を十 分 に理 解 す る こ とで あ り,第2は,社 長 が 責任 を もって遂 行 しなけ れ

ば な らな い企業 諸 目標 を適 切 に示 す こと と,お よび何 を も って 彼 の業 績 を 評

価 す るか を 明 らか にす る こ と,そ して第3に は,彼 が部 下 に対 して果 してい

る と同様 に,自 らの職 務 を 有 効 に 遂 行 す るた め,取 締 役 会 か ら適 時助 力 を 得

られ る よ うに す る こと,と して い る。 取締 役会 と社 長 との基 本 的 関係 を,そ

れ ぞれ が果 すべ き職 責 が何 か とい う点 か ら明 らか に しよ うとす れば,ク ー ン

ツ教 授 が 挙 げ る前 記 の9つ の責 任 とい うこ とが 出来 るで あ ろ うし,ま た,社

長 どの関 係 に つ い て い えば,後 記3つ の 点 が 「実 際 的 な」 が 効率 的 な運 営 上

の留 意 点で あ る とい え よ う。 しか し,ク ー ン ツ教 授 の2つ の指 摘 は,や は り
匂

取締役 会 と 社 長 との 基本的関係を 示 してい るだけで あって,両 者 の相互関

係 における"強 弱"な い し"濃 淡"は これ らに よって判断す る ことは出来 な

いo

まず,取 締 役 会 と社 長 との関 係 を,会 社 規 模 の大 小,言 いか えれば,企 業

の発展 段階 に よ って 「実 際的 な」 関 係 を 考 え る ことが 出来 る。J・M・ ジ ュ

ラ ンお よびJ・ ケ イス ・ラ ウデ ン(J.M.JuranandJ.KeithLouden)は,

取 締 役 会基 本 的 責任 と して,① 法 律上 の責 任 を果 す こ と,② 社 長 が職 責 を遂

行 出来 る よ う援 助 す る こ と,そ して③ 企 業 の所 有 者 集 団 に対 して の受託 者 責

任 を果 す との、3つで あ る と し,会 社 規 模 お よび成 熟 段階 に よっ て,以 上3つ
(7)

の責任の度合が どの よ うに変わ ってい くかを別図 の如 く示 している。

この図でみ るか ぎ り,会 社規模が大 き くな り,成 熟す るに したがって,受

託者責任の度 合が大 き くな り,社 長 との関係 は中間段階をす ぎると小 さ くな

(7)J・M・JuranandJ・KeithLouden,ThecorporateDirector,1966・P・20・
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取締役会の基本的責任

法律上の

諸責任

小規模,私 的企業

閉鎖的所有

所有者的経営

会社規模と一
成熟段階

大規模,公 共的企業

広汎な所有一
専門経営者

り,一 定 の割 合 で 横 這 い とな る。 法 律上 の 責任 は 当然 受 託 者 責 任 の なが に 包

摂 され て しま うも の とみ て よい ので あ るが,社 長 との関 係 が い わ ゆ る中 間 段

階 で大 き く,そ れ をす ぎ る と小 とな る とい う点 は別 の観 点 か ら説 明す べ きで

あ ろ う。

ホ ール デ ン教 授 らの 「旧調 査 」 で は,ト ップ ・マ ネ ジ メソ トを,1.受 託

経 営 層(BoardofDirectors),2.総 括 経 営 層(GeneralManagement),そ

して3.部 門経 営 層(DivisionalorDepartmentalManagement)と し,そ

の構 成 に よっ て,次 の4つ の類 型 と した の で あ る。 す な わ ち,A型 は,取 締

役 会,社 長,部 門 経 営 責任 者 が,そ れ ぞ れ の層 で 責任 を 果す の で あ るが,B

最 高 経営 層 の組 織 の4つ の基 本 型

最 高 経 営 層
の 三 階 層 A型 B型 c型lD型

第 一 層
受 託 経 営 層

第 二 層
総 括 経 営 層

第 三 層
部 門 経 営 層

取 締 役 会

社 長

部 門 経 営
責 任 者

取 締 役 会

長
営
議犠ド任

社
部
責

部 門 経 営
責 任 者

取 締 役 会

総 括 経 営
責任者会議

部 門 経 営
責 任 者

取 締 役 会

取 締 役 会

取 締 役

(8)ホ ー ル デ ン他 共 著,前 掲 書(1941)訳 書36頁.
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型 は,総 括 経 営 層 に社 長 の ほか に 部 門経 営 責 任 者 会議 が 加 わ る。C型 は,総

括 経 営 層が 社 長 を 含 め て 総 括 経 営 責 任者 会 議 とい う経 営 委 員 会(Execu七ive

Committee)の 如 き機 関 とな る。 なお,B型 お よびC型 の受 託 経 営 層 と部 門

経 営層 につ い てはA型 と同 じで あ る。 そ して,D型 は 、取締 役 会 と メ ソバ ー
'

が何 れの層において も責任を負 うもの とな ってい る。最高経 営層 を会社規模

と成熟 の段階に これを当てはめてみ ると次の ように示す ことがで きるのでは

ないか。 取締役会 と 社 長 との 基本的関係 は,A型 に示 され るのであるが,

4つ の基本型 と経営段階

4

つ

の

基

本

型

一→ 会社規模 と成熟の段階 一→

ピ ータ ー ・F・ ドラ ッカ ー教 授(PeterF・Drucker)の い うよ うに,最 高業

務 執 行 責任 は到 底 ひ と りの 人 が 負 うには 余 りに も重 く,し た が って,会 社 規

模 お よび成 熟 の段 階 が 進 む に つれ て 社 長 を 含 む 会 議体 に 移 行 す る よ うに な

る。B型 にみ られ る よ うな社 長 と部 門経営 責任 者 会 議 とは,C型 に移 る過 渡

的 段 階 の そ れ とみ て よい の で あ る。

取 締 役会 と社 長 との関係 は,い ま述べ た よ うに 会 社規 模 と成 熟 段 階 に よ っ

て,ト ップ ・マ ネ ジ メン トの構 成 の型 に よ って示 され るの で あ るが,他 方,

経 営 段 階 と取締 役 会 の構成 メンバ ー との 関係 と してみ る こ とが 出来 る。す な

わ ち,取 締 役会 の構 成 メンバ ーが,社 内重 役 で あ るか,社 外 重 役 で あ るか,

そ れ ぞ れ の 占 め る割 合 に よって,社 長 との関 係 に異 な った段 階 をつ く り出 し

て い るか らで あ る。 まず,取 締 役 会 の規模 に つ い てみ る と,米 国 に おけ る製
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造 会 社 の みに つ い てみ る と,1953年244社 の調 べ で は,9人 を もって構 成 し

て い る会 社 数 が 一 番多 く会 社 数 で17.6%,中 位数 もそ の ラソ クに あ る。1958

年331社 の調 査 で は,役 員数9人 の ラ ン クが 割 合 が 一 番 多 い が 中位数 は11

人 の ラ ン クに あ る。 また1961年 の331社 の調 査 で は,会 社 数 で一 番 多 い の

は,12人 の ラ ン クで,中 位 数 は58年 と同 じく11人 の ラン クに あ る。 この

表 をみ て わか る よ うに,取 締 役会 を構 成 す る人 員 は,余 り大 き くは 変 わ っ て
くの

いない。

取締役会におけ る社内重役取締役会 の役員数1953 ～1961

1役員数

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

会 社 数 の 分 布 割 合

1953 1958 1961

0.8

1.2

9.4

4.1

13.9

5.3

M→17.6

6.6

9.4

8.6

8.3

6.1

6.6

1.7

1.7

0.8

0.8

2.1

0.6

0.3

4.5

1.5

10。9

4.8

14.2

7.3

M→11.5

11.2

ア.3

5.7

7.9

4.2

3.9

0.6

1.5

2.1

1.2

2.7

3.0

8.8

3.9

13.0

9.1

M→13.0

14.2

6.3

6.1

8.8

3.6

3.3

1.2

0.6

1.2

1・…11・ …11・ …

M=中 位 値

(NationalIndustrialConferenceBoard調)

の 占め る割 合 を,会 社資 産 金

額 ラン ク別 にみ る と別表 の 如

くで あ る。 会 社 数 の分 布 でみ

る と,592社 の うち,30%か

ら39.9%の ラ ン クに112社,

20%か ら29.9%が105社,50

%～59.9%が90社,そ して

40.0%～49.9%が85社 と 集

中 して い る。 わ が 国 とは違 っ

て,取 締 役 会 に お け る社 外 重

役 の 占め る割 合 が 大 き く.し

た が って社 長 との 関係 も異 な

って い る こ とは い うまで もな

い。 因み に,社 内重 役 と社 外

重 役 との 出身 別 の割 合 を と っ

て み る と,社 外 重 役 の 出身 部

門別 で割 合 の大 きい の は,財

務 お よび法 律 で,他 方総 括 経

営 お よび マ ー ケテ ィソ グ出身

(9)HaroldKoontz,前 掲 書p・116所 収.
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会社の規模と社内重役の割合

資産金額別

(辮,Joo)

～1Q

10～24

25～49

50～99

100～199

200～499

500～999

1,000～

社 内 重 役 の 割 合

1℃
.。1?ξ921引939ξ942ξ959ξgド2引97撃 ξ988引9gl引911・ ・

-
晶

-

弓
δ

2

1

2

4

4

4

5

0

5

6

1

1

1

9

6

9

0

3

0

5

3

1

1

2

つ
6

1

9

2

0

2

4

1

8

6

2

2

2

ー
ム

i⊥

ツ
・

0

3

1

1
二

管
-

い1
り
0

っ
0

ピ
∂

ピ
」

1

1

3

4

0

4

2

9

5

3

1
-

1

2

1

1

4

6

7

3

6

3

2

5

1

5

6

6

7

2

4

3

1

1

6

1

5

3

2

3

2

2

ー
ユ

ー

1

1

1

く
u

3

4
・

2

3

2

2

会社数

合 計

73

80

101

102

96

62

40

28

計i1・1・gl1・511121・5i9・i・61・41・515i・ ・1592

註:592製 造 会 社,1961(NationalIndustrialConferenceBoard調)

社内および社外重役の製造会社における出身部門別割合

(製造会社のみ)

営

務

律

グ

他

ン

役

経

イテ

の

重

括

ケ闇

内

総

財

法

マ

そ

社

30.4

16.8

8.2

13.7

30.9

営

務

律

グ

他

ン

役

経

イテ

の

重

括

ケ周

外

総

財

法

マ

そ

社

25.8

26.5

17.5

6.8

23.4

註(Heidriclsお よびStingglesの 調 査1966)

は社 内重役が多い。米 国の大会社であ って も社外重役 の起用を していない例

も少 くない。 ニ ュー ・ジ ャージー ・スタンダー ド石油会社 も1966年 に は じ

めて社外重役を任命 してい る例 もあ る。 ジ ュランお よび ラウデ ンに よる と,

社 外重 役の活用 は,① 広 い視野を もつ人材に よって,企 業の諸 目標や方針 の

設 定が行われ る こと,② 会社 の業績 の評価 と監査が,そ れに直接責任を もた

ない人 々に よってな されなければ な らない こと,③ 経営層に対す る報酬 の決

(10HaroldKoontz,前 掲 書p・124所 収.

⑪HaroldKoontz,前 掲 書Pl42
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定 も同様 で あ る こ と,④ 役 員 会 の議 題 が社 内 の 人 々に影 響 を 与 え る問 題 の上

程 が 抑 え られ る弊 が あ る こ と,⑤ 社 外 重 役 は,部 門責 任 に ・ミイ ア スを もつ社

内重 役 に 比べ て ヨ リ十 分 に 受託 者 責 任 を果 し うる こ と,⑥ 社 内 重役 は,社 長

に対 して挑 戦す る こ とが難 しい こ と,⑦ 社 内 重 役 は,社 内 の部 下 につ いて 役

員会 で 非難 す る こ とを 好 まな い こ と,⑧ 取締 役 会が100%社 内重 役 で あ る場

合 は,取 締 役 会 を 開 い て い るの では な くて,経 営 委 員 会 を 開 い て い る こ とに

な る。 な ど,社 外 重 役 の メ リッ トを 挙 げ て い る。

クー ン ツ教 授 も,社 内 重 役 は,何 ん とい って も会社 の業 務 執 行 のあ らゆ る

面 に 精通 して い る し,取 締 役 会 に 出席 は容 易 で あ り,ま た業 務 上 の調 査や 意

見 を集 約 す る のに 有利 な立 場 に あ る とい うメ リッ トを もつ が,反 面,月1回

開催 され る取締 役 会で,常 務 に つ い て い る役 員 が 部 門責 任 のバ イヤ ス な しに

全 社 的 な立場 を と る こ とは 非 常 に難 しい こ とで あ る し,雇 傭 重 役 で あ る場 合

は,社 長 に 遠 慮 して 自主 な 立場 を とれ な い こ とも 多 く,"rabber-tamps"

に な りが ち だ とす る。 また外 部 重 役 に つ い て は,前 述 した ジ ュラ ソお よび ラ

ウデ ンの指 摘 す る メ リッ トもあ るが,他 方 デ メ リ ッ トが な い わ けで は な い。

す な わ ち,外 部 重 役 は,何 ん とい っ て も社 内 の事 情 に うとい こ と と,新 しい

考 え 方や 提 案 が,内 部 の人 々に 容 易 に うけ 入れ られ な い こ とが起 る と して い

る。 ベ ー カー教 授 らの調 査 の中 で,一 社 長 の経 験 を通 して の取 締 役 会 の重 要

な職 能を,① 社 長 の選 任,協 力 お よび解 任,② 自主 的 な意 見 の保 持,そ し

て,③ 危 険 な 計 画 の阻 止 の3つ と して い るが,こ れ らを 果 敢 に実 行 し うる の

は,社 内重 役 よ りは社 外重 役 で あ る とい っ て よい で あ ろ う。

取締 役会 と社 長 との 関 係 は,以 上 の よ うに 取 締 役 会 の 構 成 メンバ ーが 誰

で あ るか に も 影 響 され て い る。 ク ー ソ ツ教 授 は,取 締 役会 の タ イ プを7つ

に分 類 してい る。 す なわ ち,1."名 義"だ け の メンバ ーか らな る 取締 役 会

(DummyBoard),2.同 族 か らな る取 締 役 会(FamilyBoard),3.所 有 者

支配 の 取締 役 会(Owner-controlledBoard),4.一 部社 外 重 役 を 含 む社 内重

役 支配 の 取締 役 会(Insider-controlledBoardswithOutsideMembers),

⑫HaroldKoontz,前 掲 書pp.22～24.

＼
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5.外 部重 役 支 配 で あ るが社 内重 役 が リー ドす る取締 役 会(Ou七side-controlled

butInsider-ledBoards),6.内 部重 役 のみ の取締 役 会(InsideBoards),

7.外 部 重 役 のみ の取 締 役 会(OutsideBoards),の7つ で あ る。

第1の 型 は,会 社 設 立 の さい に,法 律上 の要 件 を 充 たす た め に名 義 を借 り

る場 合や 財 界 や 地 方 な どで 有力 者 の名 義 だ け を借 りて 取 締 役会 を 構成 す る

場 合 にみ られ る もの であ る。 全 く"無 機 能"の 取締 役会 の メンバ ーで あ るか

ら,一 部 の内部 重 役 あ る いは社 長 が リー ダー シ ップを とる こ とに な るか ら,

実 際 的 に は第6の 型 ・内 部重 役 のみ の取締 役 会か,第5の 内 部重 役 が リー ダ

ーシ ップを もつ 取 締 役 会 と同 じに な る。第2の 型 の 同族 が メソ■"".一一の全 部 ま

た は 大 部分 を 占め る のは,前 述 した ホ ール デ ソ教 授 の旧調 査 に お け る4つ の

類 型 の うち のD型 に 相 当す る ものが 多 い で あ ろ う。 同 時 に,名 義 上,同 族 が

メソバ ーに な っ てい る場 合 には,ク ー ソ ツ教 授 のい う第1の 型 に相 当す る こ

とに な り,実 際 的 に は 所 有支 配 の取 締 役 会 と 同 じこ とに な ろ う。 した が っ

て,取 締 役 会 と社 長 との実 際 的 な 関係 の両 極端 は,内 部重 役 のみ の取 締役 会

と外 部 重 役 の取 締 役 会 とに み られ,前 者 で は社 長 が実 際 的 に は 取 締 役会 を リ

ー ドしてい るで あ ろ う し,後 者 の場 合 には 取 締 役会 と社 長 とが 明 確 に機 能 分

担 す る こ とに な る とい え よ う。 前 に述 べ た ホ ール デ ン教 授 らの 調査 に おけ る

A型 か らB型,B型 か らC型 へ と段 階 的 に 移 るの とNク ー ン ツ教 授 の い う取

締 役 会 の類型 の なか の,社 内重 役 と外 部重 役 との混 合 形 態 は,取 締 役 会 と社

長 との関係 を一 層 複 雑 化 す る こ とに な る こ とが わか る。

(3)取 締役会の責任 と運営の効率化

マ イル ス ・L・ メース教 授 は,「 社 長 と取締 役 会 」 との 関係 に つ い て調 査

く　ヨ　

を行 い,次 の4つ の点を明 らかに している。すなわち,第 一は,取 締役会が

実際に行 ってい る 役割 は何かを述べ,「 理 論 と実際 との相違」を指摘す る。

第二に,取 締役会が 行 っていない ことは 何かについて 検討 してみ る。 第三

は,社 長のなすべ き重要 かつ統制的 な役割につ いて明確に しよ うと試み る。

⑬MylesLMace,前 掲 論文.
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そ して,第 四 に は大 企 業 な い し中堅 企 業 で,株 式 が分 散 してい る会 社 に お い

て,取 締 役会 が ヨ リ活 動 的 で あ るた め の5つ の ポ イ ン トを 提 案す るので あ

る。、

まず 第 一一の取 締 役 会 が実 際 に行 っ てい る役 割 は何 ん で あ るか を 明 らか にす

る。 メース教 授 は,多 くの企 業 にお い て取 締 役 会 は.ま ず 助 言 と相 談 の機 関

(Asasourceofadviceandcounse1)と して,ま た 取締 役会 は 「会社 の 良

識 」(corporateconscience)の 根 源 と して役 割 を果す こ とが あ る と して い る。

そ して会 社 運営 上 危 急 の場 合 に おい て,直 接 か つ 前 面 に 出 て意 思 決 定 を 行 う

機 関 と して機 能 す る。 す なわ ち,彼 の調 査 に よれ ば,取 締 役会 の多 くは 意 思

決 定 を 行 うとい うよ りも,む しろ助 言 と 相 談 の機 能 を 果 して い る とい うこ

とで あ る。 彼 の言葉 を そ の ま ま 引用 す れば,次 の 如 くで あ る。 す なわ ち,

"Managementmanages七hecompany
,andboardmembersserveas

sourcesofadviseandcounseltotheManagement"と い う。 次に,取 締

役会 は,一一種 の規 律保持 の機関 と して機能 している とい う。社長 以下 の経営

層 が定期的に取締役会 で現況 を説明 した り,意 見を陳述 した りす るが,こ れ

らの ことを通 じて会社 の経営層 に ヨ リよく職 責を遂行 させ るよ うに刺激す る

よ うな効果を もってい るか らで ある。社長か らの提案を取締役会が拒否す る

ことはないわけではないが,そ れ よ りは社長 が意思決定す る過程 に影響力を

行使 して,"正 当な行為 の範 囲内"の 問題につ いては,む しろ社長 の諸決定

を援護す ることにあ るとす る。例えば資本 の調達,実 行予算,給 与 に関す る

諸決定 な どについて"行 き過 ぎ"な い ようにす ることが 「会社 の良識」 と し

ての役割 であ る。第三 の場 合は,危 急存亡 のときであって,取 締 役会 は助言

の域をでて直接に意思決定す ることにな る。 この よ うに取締役会が前面 に出

て活動す る場合 には2つ あ るとい う。ひ とつは,社 長が急に死んだ り,活 動

で きな くな った とき,取 締役会 は後継者を選 定す る責任 を もつ ようにな る場

合であ る。 第二 の場 合は,●社長の リーダーシ ップと 業績が きわめて 不満足

で,社 長を交替 させ なければ な らない とき,取 締役会 は意思決定の役割,す

なわ ち,社 長に引退 を 求 め ることを行い,後 継老 を選定す る。 しか しなが
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ら,取 締 役会は社 長 の業績を査定 した り評価す る適切 な方法を もっていない

のが通常 である し,社 長は,自 分 の部 下を適切に評価 しない ことが多 く,取

締 役会 も社 長の報告に もとついて判断す る ことにな り,取 締役会は この点で

は適確に社 長以下 の経営層の業績 をつかみに くい とい う。外部重役 の場 合 も

会社業務 に精通 していないか ら判断 を誤 まる ことがあ るとい う。

取締 役会の基本的責任につ いては,前 に触れたのであるが,① 企業 の諸 目

標を樹 立す ること,② 明敏な質疑 を行 うこと,そ して ⑧ 社長を選 任す るこ

と,こ れ ら3つ は,企 業経 営に関す る多 くの文献 で指摘 され てい るのであ る

が,メ ース教授の調査では,こ れ らの3つ につ いて多 くの取締役会 は"無 機

能"で あ ると している。 会社 の 目標,戦 略,あ るいは方針 な どは,経 営層が

立案 していて,取 締役会は 自 らイニシアチーブもと らない し,決 定 も しない

ばか りか,重 大 な変革 も経営層 に相談す る ことな しに提案で きない し,決 定

も していない ことが多い とい う。 と くに外部重役 の場 合は,こ れ らの ことに

つ いて発意 も しない し,多 くは不十分 な事実に もとつ いて承認す る ことにな

らざるを得 ない。次に,取 締役会 は,こ の会議 に上程 され る問題 につ いて十

分 な審議 を行 う機関 なのであ るが,問 題 につ いての 理解 を 欠 如す るばか り

か,"お ろか者 に見 られ る"の を避け て(toavoid"lookinglikeidiots"),

質 問 も しない し,コ メン トも しない ことが多 くな る。 メース教 授 の面接調査

で,重 要な事項 につい ての 質問は後で 個人的に 社長 の 話合えば よい とい っ

て,重 役 の質疑を止めた取締役会長がい ることを指摘 してい る。第三 の 「社

長の選任」 も,前 述 した よ うに取締役会 の基本 的責任 のひ とつ とされてい る

のであ るが,メ ース教 授は,さ きに述べた2つ の危 急な場合を除いて,多 く

の会社 では取締役会 は実際に社長 を選任 していない とい う。株主総 会が取締

役を選 出 し,取 締役会が社 長を選任す るとい うのは フ ィクシ ョンで,経 営層

が選 任 してい るとい うのであ る。実際上,支 配力 を もってい る社 長が決定 し

てい るのであって,社 長 の後継者 を決定す る ことは,現 在の社 長 自 らが行 う'

ことにな る。取締役会が,現 在 の社長 が推せんす る候補者を拒否す ることは

全 く稀であ って,次 期社 長の選任 につ いて取締 役が何 らか の役割 を演ず ると



16 商 学 討 究 第23巻 第3号

す れ ば,社 長 に助 言 をす る こ とで あ と,「 会社 の 良識 」 を 保 持 す る とい う立

場 に しか な い とい う。

メース教 授 は,取 締役 会 の機 能 面 と無 機 能面 につ い て実 例 を示 しな が ら,

「理 論 と実 際 の相 違 」 を 明 らか に し,次 の5つ の ポ イ ン トを 提 案 して い る。

す な わ ち,

1.辞 任 して い く会 長 や社 長 よ りも,会 社 内 部 の経 営 層 の人 々に耳 を傾 け

る こと。

2.取 締 役 会 が もつ特 定 の機 能 に つ い て は十 分 に討 議 し,会 長,社 長 お よ

び外 部 重 役 の同 意 を高 め,成 文 化 して お くこ と。

3.年 一 回社 長 の業 績 を 評価 す る公 式 的 な根 拠 を もつ基 準 をつ くっ てお く

こ と。

4.会 社 を実 質 的 に所 有 して い る経 営 者 が 質 問す る と考 え られ る ことは,

堂 々 と取 締 役 会 の席 上 で 行 うべ きで あ る とい うこ と。

5.外 部 重 役 に 対 しては,積 極 的 か つ 責 任 あ る役 割 を 果 す の に十 分 な報 酬

率 を定 め て お くこ と。

また,ミ ル トン ・F・ ヘ ラ ー教 授(MiltonF.HellerJ■.)は,「 取締 役 会

は法 的 な アナ ク ロニ ズ ムか 中 心勢 力 か」 とい う論 文 で,取 締 役 会 の地 位 と機

能 は,会 社 に よ って 「マ チ マ チ」 で あ る とい うが,ひ とつ の積 極 的 な見 方 か

らす れ ば,そ の存 在 は正 に 会社 運 営 に とっ て 中心 勢 力 で あ る といい,取 締 役

会 の 効率 化 を は か るた め の提 言 を して い る。 ヘ ラー教 授 は,取 締役 会 を 困惑

させ て い る3つ の問 題 と して,① 取 締 役 会 の役 割 が適 切 に決 め られ て い な い

こ と,② 取 締 役 会 の運 営 に 関す る こ とが 軽 視 され て い る こ と,そ して③ 適 当

で な い 人物 が取 締 役 会 で活 動 して い る こと,の3つ を 指 摘 してい る。

第 一 の問 題 は,こ の 小論 の なか で 指摘 して い る よ うに,取 締 役会 の責 任 ・

権 限 な どは,単 に 「… …に 関す る事 項 」 と規定 され て い るだ け で あ って,職

務 記 述 書 の如 き詳 細 で は な い。 メー ス教 授 の提 言 と同様 に,取 締 役 会 の役 割

⑭Mil七 〇nF・He】1er,TheBoardofDirectors:LegalisticAnachronismof

VitalForce,CaliforniaManagementReview,Spring,1972,Vol.XIV,No.3,

pp.24～30.
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基 本 的 な機 能,責 任 お よび 権 限 を成 文化 す る こ とに よって,取 締 役 会 と経 営

層 の 関係 を さ らに 明確 に 出来 る と して い る。 第 二 の取 締 役 会 の運 営 につ い て

は,会 議 の前 に十 分 な 準 備 を す る こ と,会 議 の 計 画的 な 運 営 と司会,そ し

て,会 議 と会 議 の中 間 は も っ と会 社 業 務 に関 与 す る こと,の3つ を指 摘 して

い る。 そ して,第 三 の 取締 役 会 の構 成 す る人 材 に つ いて で あ るが,会 社 全 般

につ い て の視 野 の欠 如 を 指摘 して い る。 これ に 加 え,年 齢,教 育,職 務 と経

営 経 験 な どか らい って,構 成 メ ソバ ーのバ ラ ン スが欠 如 して い る とい う。 取

締 役 に な る こ とが,社 員一 般 の昇 進 と同様 に"名 誉"の 如 く考 え られ,能 力

とか モ チベ ーシ ョン とか 時 間 とか が軽 視 され て い る とい う。 有 名 な社 長 の 言

葉 を 引 用 して,"Allboardsarelongnarrowandwooden"で あ る と し,

人 材 の登 用 を 誤 って い る こ とを 強 調 してい る。

以上 の よ うに,多 くの論者 に よ って取 締 役 会 の"無 機 能"な 面 が 指摘 され

て い るの で あ るが,わ が 国 にお け る実 情 は ど うで あ ろ うか 。 大 業 のみ な らず

中 小企 業 に お い て さえ も,こ こに 指 摘 され た よ うな 取締 役 会 の 無 機 能 ぶ り

は,全 くそ の ま ま 当 て は ま る こと とい え よ う。 わ が 国に おけ る取締 役 会 の 責

任 と運 営 は,多 くの場 合 は 成 文 化 され てい る点 は,欧 米 とは異 な る。 しか

し,取 締 役 会 の実 際 の"役 割"を と り上 げれ ば,こ こに 指 摘 され て い る こ と

の大 部 分 は,十 分 反 省 の材料 に な る とい え よ う。 と くに,わ が 国 の経 営 管 理

の ひ とつ の特 質 で あ る 「稟議 制度 」 は,取 締 役 会 のみ な らず,上 級経 営 層 の
ロの

"役 割"を 無 機 能 化 させ る有 力 な原 因 にな
っ てい る ことを 忘れ て は な らない 。

何 故 な らば,「 稟 議 制 度 は,下 級 経 営 層 に責 任 を 負 わ せ る よ うな シ ス テ ムで

あ るか らで あ る。 会社 の基 本 的 な 問題 で あ っ て も,課 長 ・係 長 の レベ ルで 起

案 され,ボ トム ・ア ヅプ(bottom-up)す る ので あ るか ら,上 級 経 営 層 は下

級 レベ ル へ の依 存 度 が 大 き く,し た が って無 機 能 化 して しま う傾 向が あ る。

ま して社 長,さ らに 取締 役 会 な どの最 高 レベ ル に な る と,ボ トム ・ア ップ し

て くる案 件 は,部 下 の す べ て が 同意,ま た は 承認 して い るの で あ るか ら,拒

否 す る理 由 も何 もな くな っ て しま う。

べ

⑮ 拙著,前 掲書,第5章 第3節 参照,
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わ が 国企 業 に おい て,取 締 役 会 を無 機 能 化 させ る も うひ とつ の有力 な原 因

は,会 社 内部 の人 間 関 係 で あ る。 年 功 型 の昇 進 人 事 のひ とつ の 結果 は,人 材

の能 力 や 識見 に か か わ らず,"功 労"に 報 い る意 味 の 取締 役 へ の 昇進 す らあ

る。 人 間 関係 第 一 主 義 の 日本 的 人事 管 理 は,ト ップ ・マ ネ ジ メン ト・リー ダ

ー シ ッ プを"形 が い 化"せ しめ て い る とい って も過 言 で は ある まい。前 に 述

べ た よ うに,取 締 役 会 運 営 規 程 な ど整 備 され て い る企 業 は実 に 多 い の で あ る

が,重 要 な案 件 ほ どイ ン フ ォー マル に解 決 され,フ ォー マル に は,会 議 は ひ

とつ の形 式 的 手 続 きに 終 わ る ことが 多 い。 問 題 の イ ン フ ォ ーマル な 解決 も,

所 詮 人 間 関係 の維 持 が 第 一 義 と され るか らで あ る。 した が って,取 締 役 会 の

機 能 や 責 任 が成 文 化 され て も,「 実 際 的 」 に は 成 文 化 され た 規 程 が背 後 に 押

しや られ て実 際 に は 作 用 して い な い ので あ る。 企業 の規 模 が 拡 大 し,そ の構

造 が 複 雑 して くる と,ト ップ ・マ ネ ジ メン トの リー ダ ーシ ップが 益 々重要 性

を もつ と考 え られ るが,し か し,他 方 そ の リー ダ ー シ ップは段 々 とぜ い 弱 に

な って い くとい う 見 方 もで き よ う。 ア メ リカに おけ る トップ ・マ ネジ メ ン

ト ・リー ダ ー シ ップに つ い て考 察 した ので あ るが,醗 っ てわ が 国企 業 の そ れ

に つ い て も広 汎 な調 査 を行 って,実 態 を 明 らか に す る と と もに,効 率化 へ の

指 針 を 求 め て い く必 要 が あ る とい いた い。

(47.9.11)




